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 厚生労働省保険局は５月２日、東日本大震

災及び長野県北部の地震による被災者に係る

被保険者証の提示に関する事務連絡を地方厚

生局などに行い、医療費の自己負担の猶予に

ついて、７月以降は各保険者が発行する免除

証明書を提示した場合のみを対象とするとし

た。また、併せて７月１日から、各医療機関

で通常通り保険証を確認するよう求める事務

連絡も行った。 

 厚労省は３月 11 日の東日本大震災発生に

よって被保険者証を紛失した被災者も多くい

ることから、これまでは「被保険者証を提示

しなくとも、氏名や住所・事業所名、生年月

日を申し出ることで、保険診療を受けられる」

という取り扱いを行ってきた。 

 しかし、各保険者が被保険者証の再交付を

順次行っていることから、７月１日以降は通

常どおり、保険診療を受ける場合には被保険

者証を提示して資格確認を行うこととなる。 

 被保険者証の再交付を受けていない被災者

については、これまでと同じく氏名等の申出

により保険診療が可能であるが、被保険者証

の再交付を受けた場合には、受診した医療機

関に被保険者証の記号・番号を連絡しなけれ

ばならない。 

 

■被災者の一部負担や健康保険料、24 年２月

まで特別立法で免除 

 同省保険局は５月２日、東日本大震災に対

処するための特別の財政援助及び助成に関す

る法律等における医療保険関係の特例措置に

関する通知を発出した。 

 健康保険法に関する特例としては、平成 24

年２月 29 日までの期間、（（（（１１１１））））一部負担金の

支払いを免除すること、（（（（２２２２））））入院時食事療養

費などの標準負担額を免除すること、（（（（３３３３））））著

しく所得等が低下した場合に標準報酬月額の

改定の特例を認めること、（（（（４４４４））））保険料を免除

することなどである。これは健保のみならず、

船員保険、国保、後期高齢者医療制度でも同

様の特例が設けられている。 

 

■被災者の一部負担金等免除の特例措置で通知 

 同省保険局は５月２日、東日本大震災によ

り被災した被保険者に対する一部負担金等の

免除等の取扱いに関する通知を発出した。 

 同省では震災に対処するため、「東日本大震

災に対処するための特別の財政援助及び助成

に関する法律（平成 23 年法律第 40 号）」が

公布され、入院時食事療養費と入院時生活療

養費等を保険者が免除する特例が設けられた。 

 今回の通知は、（（（（１１１１））））一部負担金の免除措置

の対象者、（（（（２２２２））））入院時食事療養費、入院時生

活療養費等の額の特例、（（（（３３３３））））一部負担金の免

除措置（入院時食事療養費、入院時生活療養

費等の額の特例措置）に係る申請に関する事

項、（（（（４４４４））））免除等の認定、（（（（５５５５））））免除証明書の

取扱い等に関する事項、（（（（６６６６））））一部負担金の支

払猶予の継続に関する申出、（（（（７７７７））））免除対象後

期高齢者医療被保険者が既に支払った一部負

担金等の還付、（（（（８８８８））））被保険者証等、が主な項

目となっている。
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 日本医療機能評価機構は４月 28 日に、病

院機能評価の ABC を公表した。これは、初め

て病院機能評価の受審準備を担当する職員や、

評価や審査を検討している病院に向けて、わ

かりやすく病院機能評価の概要を説明した小

冊子にまとめたものとなっている。 

 病院機能評価では、患者が安心して安全な

医療を受けることができるように、「病院をも

っと良くしていく」仕組みを評価する。具体

的には、所定の評価項目に沿って、該当病院

の目と中立・公平な第三者の目で、病院の現

状を評価することになる。 

評価項目は、大きく（（（（１１１１））））病院組織の運営

と地域における役割、（（（（２２２２））））患者の権利と医療

の質および安全の確保、（（（（３３３３））））療養環境と患者

サービス、（（（（４４４４））））医療提供の組織と運営、（（（（５５５５））））

医療の質と安全のためのケアプロセス、（（（（６６６６））））

病院運営管理の合理性、（（（（７７７７））））精神科に特有な

病院機能、（（（（８８８８））））療養病床に特有な病院機能の

８領域。病院側は、これらの評価項目と現状

の間にギャップが生じているところがあれば、

そこを「良い病院」になるための課題と捉え、

病院の実情に合わせた改善を行い、より良い

病院を目指す活動を遂行する。 

 評価機構では、評価結果が一定の水準以上

の病院を「認定」しており、認定病院は、全

国の病院の約３割にあたるという。認定を受

けると５年間有効の認定証が発行され、期限

までに更新審査を受けることで、認定を継続

することができる。評価機構は、認定期間中

は認定病院であることを広報できるとして、

認定病院ポスター等、評価機構が用意するツ

ールを使い、アピールするよう促している。 

 資料には、評価の概要、審査の流れ（イメ

ージ）、審査の準備と改善活動などがまとめら

れており、また、病院機能評価の認定が診療

報酬や施設基準などに影響しているものもあ

るとして詳細を付している。 
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『病院機能評価のＡＢＣ』は 

日本医療機能評価機構ホームページからダウンロード可能です。 

http://jcqhc.or.jp/html/index.htm 
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病院の施設数は前月に比べ ３施設の減少、病床数は ８７４床の減少。 

一般診療所の施設数は ９施設の増加、病床数は ５１６床の減少。 

歯科診療所の施設数は ８施設の増加、病床数は １９床の減少。 

 

 

 

各月末現在 

施設数 病床数 
 

2 月 1 月 
増減数  

2 月 1 月 
増減数 

総数 176 762 176 748 14総数 1 725 942 1 727 351 △ 1 409  

 病院 8 655 8 658 △ 3 病院 1 590 975 1 591 849 △ 874  

 精神科病院 1 083 1 083 0  精神病床 346 681 346 707 △ 26

     感染症病床 1 792 1 798 △ 6  

 結核療養所 1 1 0   結核病床 7 944 7 944 0  

 一般病院 7 571 7 574 △ 3 療養病床 332 534 332 578 △ 44

 療養病床を 

 有する病院（再掲） 
3 959 3 959 0 一般病床 902 024 902 822 △ 798  

 地域医療 

 支援病院（再掲） 
304 302 2     

 一般診療所 99 750 99 741 9   一般診療所 134 862 135 378 △ 516  

 有床 10 433 10 478 △ 45     

  療養病床を有する 

  一般診療所（再掲） 
1 451 1 456 △ 5

  療養病床 

  （再掲） 
14 742 14 797 △ 55

 無床 89 317 89 263 54   

 歯科診療所 68 357 68 349 8   歯科診療所 105 124 △ 19

経営 TOPICS 
      ���� 

「統計調査資料」 
抜 粋 

厚生労働省 
２０１１年５月１１日公表 

 

 

医療施設動態調査 
（平成２３年２月末概数） 

 

 １ 種類別にみた施設数及び病床数 
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平成 23 年 2 月末現在 

病院 一般診療所 歯科診療所   

  施設数 病床数 施設数 病床数 施設数 

総数 8 655 1 590 975 99 750 134 862 68 357 

 国 厚生労働省 14 6 340 29  -  -

   独立行政法人国立病院機構 144 55 996  -  -  -

   国立大学法人 48 32 779 129  - 2 

   独立行政法人労働者健康福祉機構 34 13 225 8  -  -

   国立高度専門医療研究センター 8 4 903  -  -  -

   その他 26 3 926 438 2 277 1 

 都道府県 234 61 747 241 131 11 

 市町村 701 151 446 3 103 2 690 273 

 地方独立行政法人 54 23 181 10  -  -

 日赤 92 37 266 207 19  -

 済生会 80 22 200 49 10  -

 北海道社会事業協会 7 1 871  -  -  -

 厚生連 112 35 874 67 79  -

 国民健康保険団体連合会 -  -  -  -  -

 全国社会保険協会連合会 51 14 082 2  -  -

 厚生年金事業振興団 7 2 800 1  -  -

 船員保険会 3 786 14 10  -

 健康保険組合及びその連合会 13 2 713 372 10 4 

 共済組合及びその連合会 46 14 927 201 10 8 

 国民健康保険組合 1 320 13  -  -

 公益法人 392 93 932 898 598 155 

 医療法人 5 718 852 276 36 334 88 574 10 807 

 私立学校法人 108 54 715 180 115 15 

 社会福祉法人 185 33 058 7 469 342 25 

 医療生協 83 14 142 325 280 46 

 会社 64 13 159 2 192 36 17 

 その他の法人 35 6 204 434 246 78 

 個人 395 37 107 47 034 39 435 56 915 

 ２ 開設者別にみた施設数及び病床数 
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■病院病床数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■病院及び一般診療所の療養病床数総計 
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（１）制度創設の背景 

①単身高齢者・夫婦のみ世帯が安心して暮らせる賃貸住宅の確保が急務に 

 高齢化が急速に進む中で、高齢の単身者や夫婦のみの世帯が増加しており、介護・医療と連携

して、高齢者を支援するサービスを提供する住宅を確保することが極めて重要であるにもかかわ

らず、サービス付きの住宅の供給は、欧米各国に比べて立ち後れているのが我が国の現状でした。 

 

◆高齢者単身・夫婦世帯の増加 

●2010 年から 2020 年の 10 年間で、 

高齢者人口 約 2,900 万人 ⇒ 約 3,600 万人 

高齢者単身・夫婦世帯 約 1,000 万世帯 ⇒ 1,245 万世帯 

 

◆全高齢者における介護施設・高齢者住宅等の定員数の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 国土交通省は、2020 年までにサービス付き住宅の割合を３〜５％に高めるための主要施策

として、「サービス付き高齢者向け住宅」を創設しました。 

 サービス付き高齢者向け住宅の供給促進については政府の新成長戦略にも盛り込まれており、

今後 10 年間で 60 万戸を目標に整備する方針を示しています。 

 

②既存３施設では受け皿として不十分 

「サービス付き高齢者向け住宅」制度創設に伴い、高齢者円滑入居賃貸住宅（高円賃）、高齢者

専用賃貸住宅（高専賃）、高齢者向け優良賃貸住宅（高優賃）のいわゆる既存３施設は廃止され、

1 「サービス付き高齢者向け住宅」の概要 

サービス付き高齢者向け住宅制度の創設とその背景  
 

3.5％ 

8.1％ 

計 4.4％ 日本（2005） 

デンマーク（2006） 

英国（2001） 

米国（2000） 

2.5％ 

3.7％ 

4.0％ 

8.0％ 

2.2％ 

計 10.7％ 

計 11.7％ 

計 6.2％ 

施設系 住宅系住宅系住宅系住宅系    2020202020202020 年年年年までにまでにまでにまでに    

3333〜〜〜〜5555％％％％にににに    

（（（（国交省成長戦略国交省成長戦略国交省成長戦略国交省成長戦略））））    0.9％ 
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サービス付き高齢者向け住宅に一本化されます。また、有料老人ホームも基準を満たせば登録が

可能となります。 

 新たに創設される制度に一本化される背景には、各施設の管轄がわかりづらかったこと、また

既存３施設に対するさまざまな問題点が指摘されていた点等が挙げられます。創設されたサービ

ス付き高齢者向け住宅は、これらの問題点を改善したものなのです。 

 

（２）サービス付き高齢者向け住宅制度の創設 

「高齢者の居住の安定確保に関する法律（高齢者住まい法）」の改正法案が、４月 27 日の参議

院本会議にて可決され、国会を通過しました。この改正案の国会通過により、今後「サービス付

き高齢者向け住宅」制度の具体的実施に向けて、施行令等が制定され、11 月頃には施行となる

見込みです。今後増加する高齢者世帯は、医療や介護を要するケースが多いと考えられる一方で、

既存の施設だけですべて受け入れることは困難であるという懸念がありました。 

 そこで、国土交通省と厚生労働省がタッグを組んで、高齢者の住まいの安全を確保する取り組

みが強化され、今回の制度創設もその一環となっています。 

 

 

 

（１）「サービス付き高齢者向け住宅」の概要 

「サービス付き高齢者向け住宅」制度は、既存の３施設の問題点を是正しており、不明確だっ

た部分は改善され、より基準が厳格化されています。 

 

◆サービス付き高齢者住宅の概要 

【国土交通省・厚生労働省共管の制度】 

①登録対象 ●賃貸住宅もしくは有料老人ホームが基準を満たして都道府県に登録 

②登録基準 ●床面積（原則 25 ㎡以上）、便所、洗面設備等の設置、バリアフリー化 

●最低限、安否確認と生活相談サービスの提供 ⇒ 義務化 

●前払家賃等の返還ルール及び保全措置が講じられていること 

 ⇒ 追加 

③事業者の義務 ●登録事項の情報開示 

●契約前の書面での説明 

●誇大広告の禁止 

④優遇措置 ●建築・改修費の直接補助・課税面の優遇措置・融資要件の緩和等 

⑤指導監督  ⇒ 強化 

●住宅管理やサービスに関する行政の指導監督強化（報告徴収・立入検査・

指示等） 

「サービス付き高齢者向け住宅」とは  
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（１）建築費の 10 分の 1 を国が直接補助 

 サービス付き高齢者向け住宅は、国土交通省の「高齢者等居住安定化推進事業」の対象となり、

登録すれば新築の場合は建築費の 10 分の１（１戸当たり 100 万円を上限）、改修の場合で３

分の１（同）を国が直接補助します。国交省は、高齢者等居住安定化推進事業 2011 年度予算

案で 2010 年度の約倍額となる 325 億円を計上し、今後 10 年間で 60 万戸を整備する方針

を打ち出しています。 

 具体的な要件と補助率については、下記のとおりです。 

 

◆高齢者等居住安定化推進事業 補助金（案）の概要 

【要件】 

①住宅に関する 

 要件 

●原則 25 ㎡以上（共同利用の居間、食堂、台所等が十分な面積を有

する場所は 18 ㎡以上） 

●原則、台所、水洗便所、収納設備、浴室の設備 

●原則３点以上のバリアフリー化（手すりの設置、段差の解消、廊下

幅の確保） 

②サービスに関する 

 要件 

●緊急通報及び安否確認サービス 

●次のいずれかの者が日中常駐していること 

 ●社会福祉法人、医療法人又は居宅介護サービス事業者の職員 

 ●ヘルパー２級以上の資格を有する者 

 上記の者が常駐するために必要なスペースを設けること 

③その他の要件 ●原則高齢者専用賃貸住宅として 10 年以上登録すること 

●高齢者居住安定確保計画等地方公共団体との整合等を地方公共団

体が確認したもの 

 

（２）税制優遇による推進 

 税制面では、国などの補助金を受けていることを条件に、所得税、法人税、固定資産税、不動

産取得税が優遇されます。所得税・法人税はともに建物の割増償却が可能となり、固定資産税、

不動産取得税は減額措置となります。不動産取得税の優遇は初の試みであり、サービス付き高齢

者向け住宅の整備促進は、重要な位置づけであることがわかります。 

 固定資産税と不動産取得税の減税額は、試算によると、５年間で 1,241 万円と非常に大きな

効果となります。 

2 行政による新制度推進施策 

国による新制度推進の各種施策  
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（１）既存の高齢者住宅が進むべき方向 

 今回の改正法案の成立により、既存の高齢者円滑入居賃貸住宅(高円賃)、高専賃、高齢者向け

優良賃貸住宅（高優賃）制度が廃止され、サービス付き高齢者向け住宅制度に一本化されます。

移行に際しては、当初、国は経過措置を設ける方向でしたが、経過措置は定めないこととなりま

した。 

 これにより、既存の高専賃などは、法案が成立してから施行されるまでの６ヶ月以内に新制度

の基準を満たしてサービス付き高齢者向け住宅の登録をしなければ、単なる賃貸住宅になってし

まいます。そのため、移行を目指す高専賃は準備を急ぐ必要があります。 

 

◆今後の注目点 

●適合高専賃がサービス付き高齢者向け住宅に登録できない場合の届出 

 ⇒ 有料老人ホームの届出が必要となるのか 

●サービス付き高齢者向け住宅の特定施設入所者生活介護の指定 

 ⇒ 適合高専賃は指定となっていたが、対象となるのか 

 

（４）有料老人ホームとの競合と新制度の進むべき方向 

 サービス付き高齢者向け住宅制度の創設によって、今後の高齢者住宅市場はどのように変わる

のでしょうか。 

 可能性として考えられるのは、サービス付き高齢者住宅の新規参入組と既存の高専賃からの移

行組、また有料老人ホーム運営事業者間の競合です。サービス付き高齢者向け住宅の登録対象に

は、有料老人ホームも含まれますが、登録基準を満たせずに対象とならない有料老人ホームが相

当数出てくると予想されます。これら事業者との間で、価格や提供サービスで差別化を図ろうと

する動きが生じるでしょう。 

 

 平成 19 年の第５次医療法改正によって、医療法人も高専賃の開設主体となることが可能とな

りました。制度を推進する各種施策に魅力を感じた医療法人や、そのほかの社会福祉法人、ＮＰ

Ｏ法人、大手不動産会社、民間事業者などが高齢者住宅市場へ参入してくる公算が大きいため、

どの開設・運営主体が消費者のニーズをいち早くつかんで勝ち組になるのか、今後の動向が注目

されるところです。 

 

 

    

3 今後の高齢者住宅市場への影響 

高齢者住宅市場に与えるインパクト  
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経営データベース     

 

労災にあたるかどうかの認定判断のポイント 
主にパソコン操作業務についている職員が腱鞘炎になってしまい、肘を曲げることが
できないと言ってきました。しかし、パソコンは、仕事中だけでなく、私生活でも使用し
ているもので、これだけで直ちに労災扱いになるとは思えません。労災に該当するか
どうかはどのように決められるのでしょうか。 

 

 腱鞘炎にかかった職員が労災申請を希望する場合には、貴院としては、傷病に至る

までの経過と事実関係を可能な限り証明してあげることが望ましいでしょう。 

 なぜなら、労災として認定されるかどうかの判断は、貴院ではなく行政官庁（労働

基準監督署）が行うものだからです。 

 

■労災認定のポイント 

 労災保険においては、業務災害及び通勤災害を保護の対象としています。業務災害とは、労働

関係から生じた災害、すなわち労働者が労働契約に基づいて使用者の支配下において労働を提供

する過程で、業務に起因して発生した災害をいいます。 

 「業務遂行性」とは、労働者が使用者の支配下にある状態をいい、業務に起因することを「業

務起因性」といいます。業務遂行性がなければ業務起因性も成立しない一方で、業務遂行性があ

れば必ず業務起因性があるとは限りません。 

 

（１）業務遂行性 事業主の支配下で被災した傷病であるかどうか 

（２）業務起因性 

業務に起因して災害が発生し、その災害が原因となって、傷病等が発生

したという相当因果関係があるかどうか 

 ①労働の場に有害因子が存在していること 

 ②健康障害を起こしうるほどの有害因子にばく露していたこと 

 ③発症の経過および病態 

 

 なお、労災の申請が却下された場合には、その決定を知った日の翌日から 60 日以内に文書ま

たは口頭で、労災保険審査官に対し、不服申立て（審査請求）を行うことができます。また、審

査（一審）の決定に不服があるときには、決定書の謄本が送付された日の翌日から 60 日以内に

文書で労災保険審査会に不服申立て（再審査請求）を行うことができます。さらに、再審査（二

審）の裁決に不服があるときには、議決を知った日の翌日から３ヵ月以内に裁判所に対して不服

申立て（訴訟）を行うことができます。

ジャンル： 労務管理 ＞ サブジャンル： 労災保険  
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経営データベース     
 

 

上司に無断で行った業務で発生した災害は業務災害か 
職員が自分のミスでコンピュータのデータを消去してしまい、その復旧作業を上司に
無断で業務時間外に行っていました。この業務に必要な資料を持ってくる際に、誤っ
て階段から転落し足を骨折してしまったのですが、この場合は業務災害として認めら
れるのでしょうか？ 

 

 業務を行っていて発生した災害については、被災者の私的行為や天災といった業務

起因性を否定するような事実がない限りは、原則的には業務災害として認められます。  

 

 しかし、職員が無断で行った業務の場合、例えば上司の許可を得ずに、所定時間外に行った業

務で被災したケースにおいては、これが労災として認定されるかどうかが問題となります。つま

り、業務遂行性の判断に関して、「事業主の支配・管理下にあるかどうか」「業務に従事している

かどうか」の２点において、上司の指揮命令下にない業務を行っていた職員についても、これが

認められるかどうかということです。 

 この点につき、所定時間外に事業主の命令なく行った業務であっても、事業の円滑な運営のた

めに必要な場合には、事業主の指揮命令下にあるものとして、通常の業務と同様に扱うものとさ

れています。 

 したがって、事業の円滑運営に要する業務であれば、この場合に被災したとしても、業務上災

害として認定されます。 

 

■業務遂行性の判断～無断残業のケース 

 

 

 

 

ジャンル： 労務管理 ＞ サブジャンル： 労災保険  

2 

uestion 

nswer 

所定労働時間外の無断残業中の災害 

事業の円滑な運営のため必要 

業務遂行性が認められる 


